
新宿区は、環境への負荷を少なくし、未来の環境を創造するまちづくりを推進しています。

区長のメッセージ、写真日誌（活動記録）を

新宿区ホームページ「区長の部屋」でご紹介しています（8）第2407号　令和4年（2022年）10月25日発行

対象 令和4年9月30日（基準日）に、区の住民基本台帳に記録されている世帯全員
の令和4年度分の住民税（均等割）が課税されていない世帯（住民税が課税されて
いる方の扶養親族等のみからなる世帯を除く）
※家計急変世帯分の支給については、広報新宿後号等でお知らせします。
支給金額 1世帯に付き5万円（受給権者は世帯主）
※DV等被害を受けて区に避難している方は、給付を受けられる場合があります。
下記コールセンターへご相談ください。

申込み 区から届く確認書に必要事項を記入し、関係書類（同封の案内に記載）を添付
の上、同封の返信用封筒で令和5年1月31日㈫（消印有効）までに返送してください。
※期限までに返送がない場合は、給付を受けられません。
※区に確認書等が到達してから、おおむね3週間から1か月後に口座に振り込みます。
※口座をお持ちでない方は、左下記コールセンターへお問い合わせください。
※振り込み前に、支給決定通知書をお送りします。
※最新の税情報等により不支給となる場合があります。

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金（住民税非課税世帯分）

代筆・代読が必要な方や電話での問い合わせが困難な方へ
区役所本庁舎地下1階に相談窓口を開設します
開設期間 令和5年1月31日㈫まで
区の担当課 区価格高騰緊急支援給付金対策室☎（5273）4112・㋫（5273）4366

開設期間 令和5年1月31日㈫まで（土・日曜日、祝日等を除く午前8時30分～
午後5時15分）

区価格高騰緊急支援給付金コールセンター

☎0120（008）115

　国の物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支
援給付金事業を実施します。対象世帯には、11月11日㈮から順次、確認書を
発送します。

　20代・30代を中心とした若者に、新宿の魅力を知ってもらい、地域や行
政、企業、団体とのつながりを生み、地域参画への意識を高めることを目
的に開催します。オンライン開催なので、どこからでも参加できます。
※年齢にかかわらず、どなたでも参加できます。
※特設ページ（右上二次元コード。㋭https://shinjukuwakamono.com）内の
アンケートへの回答で、オリジナル壁紙をプレゼントします。
配信日時 11月19日㈯午後1時～4時45分（12月18日㈰まで事前・事後配信あり）
問合せ 男女共同参画課☎（3341）0801・㋫（3341）0740

若者のつどい 2022  これからの新宿！未来にジャンプ

電撃ネットワーク
ギュウゾウ

寺嶋 由芙 東京2020パラリン
ピック女子100m・
女子走り幅跳び出場
髙桑 早生

デザインエン
ジ ニ ア・東 京
大学教授
山中 俊治

（1）新宿謎解き

　リアル脱出ゲームで有名なSCRAPが監修します。
　特設サイト内に隠された謎を解いてみませんか。回答は当日配信で発表します。

（2）行政・各種団体ブース

　仕事や健康、恋愛、選挙、歴史、地域など、若者へ向けた役立つ情報を発信します。

　新宿ゆかりのゲストが登場し、トークやライブパフォーマンスを披露します。
（1）トークショー

　区内在住パラリンピック選手が語る、走り続ける思いと競技用義足の開発秘話
（2）ライブパフォーマンス

出演 ▶ラバーガール、▶KoRocK、▶さくらシンデレラ、▶寺嶋由芙、▶早稲田
美容専門学校（ワセビダンス部JET’S、小倉・桔梗流着つけステージ）

（3）新宿の魅力スポットめぐり

　目白大学メディア学部の学生チームが新宿の魅力を紹介します（事後配信もあり）。

１ 当日配信

２事前・事後配信

　東京都では、多様な性に関する理解を推
進し、性的マイノリティの方々が暮らしや
すい環境づくりにつなげるため、11月1日
㈫から「東京都パートナーシップ宣誓制度」
を開始します。
　同制度は、パートナーシップ関係にある二
人からの宣誓・届け出を、都が受理したこと
を証明する制度です。受理後に受理証明書が
発行されます。詳しくは、東京都総務局ホーム
ページ（右二次元コード。㋭https://
www.soumu.metro.tokyo.
lg.jp/10jinken/sesaku/sonchou/
partnership.html）をご覧ください。
受理証明書の発行対象 次の全てに該当する二人
▶二人が都知事へパートナーシップ関係に
あることを宣誓した
▶二人とも成年である
▶配偶者（事実婚を含む）、別のパートナー
がいない、近親関係にない
▶二人またはいずれか一人が都内在住・在
勤・在学

■パートナーシップ関係とは
　双方またはいずれか一方が性的マイノリ
ティ(LGBT等)で、人生のパートナーとして相
互の人権を尊重し、日常生活で継続的に協力
し合うことを約した二人の関係のことです。
■性的マイノリティとは
　「身体の性」と「性自認（自分の性別をどの
ようにとらえているか）」が一致しない人や、

「性的指向（恋愛や性愛の感情がどの性別に
向くか、向かないか）」が異性に限らない人な
どを言います。性的マイノリティを総称する
言葉のひとつに「LGBT」があります。
▶L：レズビアン（同性を好きになる女性）
▶G：ゲイ（同性を好きになる男性）
▶B：バイセクシャル（同性も異性も好きに
なる人）
▶T：トランスジェンダー（身体の性と性自
認が異なる人）
★性のあり方は、これらの表現で全てを網羅で
きるものではありません。性のあり方の多様性
を知り、お互いを尊重することが大切です。

東京都パートナーシップ宣誓制度が始まります
問合せ 東京都総務局企画課☎（5388）2337・㋫（5388）1266
区の担当課 男女共同参画課☎（3341）0801・㋫（3341）0740

▲チラシ（表） ▲チラシ（裏）

トークショー出演者

■区立住宅にパートナーシップ関係の方が同居できるようになります
　区立住宅に同居できる方は、民法上の親族であることを要件と
していましたが、条例改正（11月1日施行）により使用資格に「東京
都パートナーシップ宣誓制度の証明を受けたパートナーシップ関
係の相手方」を新たに加えます。区立住宅入居の申し込み方法等
は、広報新宿後号でご案内します。
問合せ 住宅課区立住宅管理係（本庁舎7階）☎（5273）3787・
㋫（3204）2386

区の取り組み

■制度周知用チラシを配布しています
　東京都が作成したパートナーシップ宣誓制度に関するカード型
のチラシを、ウィズ新宿や区政情報センター（本庁舎1階）、特別出
張所等で配布しています。
問合せ 男女共同参画課（ウィズ新宿、荒木町16）

MC・アシスタント

※区独自の生活支援臨時給付金については、対象世帯の世帯主あてに10月21日から順次、確認書等を発送しています。

HPで詳しく
イベント
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